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教育委員会定例会会議録 

 

開催日時  平成 27年 10月 27日（火） 午前９時 00分～ 

 

開催場所  橋本市教育文化会館 ３階 第１研修室 

 

出席委員  教育長職務代行者   清田 信      

      委      員   森田 知世子  米田 惠一  中尾 悦子 

      教   育  長   小林 俊治 

 

出席職員  教育次長        坂本 安弘   教育総務課長     櫻井 康雄 

      社会教育課長      水林 正美   文化スポーツ室長   海堀 不二夫   

教育相談センター長   椿本 雅敏    

教育総務課長補佐    廣畑 美佐   教育総務課主任指導主事 坂本 利一 

     

1 開式 

 

2 前回会議録の承認について 

 

3 会議録署名委員の指名について 

 

4 報 告 事 項 

報告第１号 教育状況について 

報告第２号 橋本市文化表彰について 

報告第３号 ９月補正予算について 

 

 

5 付 議 事 項 

議案第１号 社会教育関係団体の認定について 

 

 

6 そ の 他 
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会議の概要 

 

事務局 

 

 

森田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会 午前９時 00分 

 

定刻となりましたので、10月定例会を始めたいと思います。 

それでは前回の会議録の署名を森田委員、宜しくお願いします。 

 

９月の会議録につきましては正確に記録されておりましたのでご報告をさせて

いただきます。 

 

10月定例会議の署名委員は米田委員にお願いします。 

それでは報告事項に入らせて頂きます。 

 

報告第１号教育状況について 教育長よろしくお願いします。 

 

それでは、最近の教育状況について報告します。 

まず、残っていた幼稚園、小学校の運動会へのご出席ご苦労様でした。また、

第１０回市民総合体育大会開会式のご出席ありがとうございました。１０月１３

日に開催されました近畿市町村教育委員研修会につきましても、ご出席ありがと

うございました。 

この会での講演「教育長の役割、教育委員会の役割」についてのご意見等ござ

いましたら、後ほどよろしくお願いします。 

また、９月２６日から１０月６日まで開催された、「紀の国わかやま国体」１０

月２４日から２６日まで開催された「紀の国和歌山大会」につきましても、色々

な形でご協力頂きましてありがとうございました。橋本市で行われた大会では、

概数ですが、バレーボール会場に１４，５６０人、サッカー会場に３，３８０人、

ソフトボール会場に８，３６０人計２６，３００人の方々に観戦して頂きました。 

３中学校の統合につきましては、明日１０月２８日に山田・吉原地区の保護者

対象に主に通学バスについての協議を行います。その後、１１月１０日に本年度

３回目の３地区合同の統合準備会を実施し、これまでの進捗状況について説明を

行い、意見をお聞きします。その後、１１月１３日に橋本中学校において、３中

学校区の小学１年生から中学２年生までの保護者対象の説明会を実施したいと考

えます。 

このことにつきましても、ご質問、ご意見がございましたら後ほどお願いしま

す。 

新しい給食センターの建設につきましては、平成３０年９月供用開始を目指し

て取組を進めています。 

現時点で、高野口・橋本の両センターを統合の上、公設民営で運営すること、

計画食数は５０００食程度とすること、建設予定地は妻河瀬用地であること、炊

飯はセンター調理でおこなうこと、食物アレルギー対応については、別室を設け

実施すること（詳細については未定）の方針で進めています。なお、今後の進捗

状況につきましては、その都度、教育委員会議で報告させて頂きます。 

最後に、１１月３日に市文化賞表彰式、１１月９日に総合教育会議、１１月１７
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事務局 

 

 

 

 

 

教育長 

 

文化スポーツ室長 

 

 

 

 

教育長 

 

文化スポーツ室長 

 

 

 

 

文化スポーツ室長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

教育長 

 

米田委員 

 

 

 

日１８日に県市町村教育委員会研修会が開催されます。ご出席の程お願い申し上げ

まして教育状況の説明とさせて頂きます。 

 

それでは報告第１号について質問等ありませんでしょうか。 

 

 

ないようですので、報告第１号を終わらせて頂きます。 

報告第２号からは教育長お願いします。 

 

報告第２号橋本市文化表彰について 報告お願いします。 

 

報告に先立ちまして、10 月 18 日市民総合体育大会にご出席を頂きましてありが

とうございました。この場のご利用を頂きまして、お礼を申し上げます。 

（別紙「橋本市文化表彰受賞者」について説明） 

以上で報告を終わります。 

 

第２号についてご質問等ございませんか。 

 

すみません。先程、申し遅れましたが、11月３日に表彰式９時から２階の応接室

の方で行いますので、皆様のご出席宜しくお願いします。 

 

11月３日に表彰式、本人さんは出席されますか。 

 

はい。皆様出席を頂いて、神崎さんも東京の方からこちらへ来て頂くということ

です。 

 

他にございませんか。 

無いようですので報告第２号を終わらせて頂きます。 

報告第３号に入らせて頂きます。 

報告第３号９月予算補正について宜しくお願いします。 

 

はい。今回の 9月補正で既に議会で承認を頂きました件について説明をさせて頂

きます。詳細につきましては担当課長の方から説明をお願いします。 

（別紙「９月補正予算について」について説明） 

 

何かご質問等ございませんか。 

 

三石第２学童保育所ということで、三石小学校の空き教室を利用される場合は今

おっしゃいましたクーラーが義務づけられているという話がございましたけども、

それはどういうお話になっていますか。 

 



 

 4 

教育次長 

 

 

 

 

 

米田委員 

 

教育次長 

 

教育長 

 

 

 

 

米田委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

文化スポーツ室長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

社会教育長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

学童保育は市内で、学校の空き教室を利用する場合と、単独で施設を設置してい

る学童があります。元々学童保育は小学校１年生から３年生までで、今は６年生ま

でになりましたが、昼寝の時間等もありまして、いわゆる保育園と同じような形の

設備を整えるということが事実上あります。他の学童にも習って必要ということで

はないかもしれませんが、クーラーを設置するということです。 

 

他の学童保育の現場でも、すべて設置されているということですね。 

 

はい。 

 

三石小学校は学童の人数が増えてきまして、国の定数を超えるということで第２

学童を設置します。当初は校舎の東の端でしたが、この教室の設置上の関係から反

対の西の端へ場所を移転しないといけないということで距離が変わったので、その

距離の電気設備設置の補正ということになっています。 

 

学童で今昼寝ということをおっしゃっていましたが、あまりピンと来なかったの

で、何故なのかと思いましたので。 

 

他にございませんか。 

 

この黒河道のシンポジウムは MBSのアナウンサーと言いますか、よく歩いている

２人の内１人が来てくれるということです。名前は忘れましたが。 

 

河田アナウンサーという方がいて、以前に番組の中で南の方からずっと歩いて来

られるというような企画の関係で今回お呼びしました。 

 

そういうことなのでよろしかったら、またご指摘頂きたいと思います。 

報告事項はこれで終わらせて頂きます。 

続いて付議事項に入らせて頂きます。議案第１号社会教育関係団体の認定につい

て 宜しくお願いします。 

 

（別紙「社会教育団体の認定」について説明） 

 

このことについてご質問等ございませんか。 

 

ご異議ございませんか。 

２つに団体、教育団体に加入をするということで宜しいでしょうか。 

ご異議ないようですので、議案第１号は原案の通りに決させて頂きます。 

 

次回 10 月定例会は 11 月 24 日（火）午前 13 時 30 分からでお願いします。みなさ

んよろしいですか。それではそのように決定いたします。これで 10 月定例会を閉
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会いたします。 

 

 

（午前 9時 30分） 

 

 

署    名    委   員 

 


